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注： 　　　 内は取付方法修正品を示す。

　改善の内容

基準不適合発生箇所基準不適合発生箇所基準不適合発生箇所基準不適合発生箇所

全車両、当該灯火の取付け方法を変更する。

改善前 改善後

車両側面視 車両後面視

灯火

車両側面視 車両後面視

2514.8

2498

ウイングルーフバン架装をおこなった大型及び中型トラックにおいて、車両側方最後部

に取付けられている灯火の取付け指示が不適切なため、車両の全幅が保安基準第２条（幅

の基準）に適合しない。


